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10月22日に阿多田オリーブパークとひらおハート
ピアセンターでオリーブの収穫・搾油体験が行われ
イタリアーノひらおオリーブ研究会員や一般の方な
どが参加しました。
参加した方は、平生産のオリーブの実を収穫し、そ
れぞれの実が成熟の度合いによって色や大きさに違
いがあることに感動していました。

（オリーブの搾油体験についてはまちの話題に掲載）

２ 新たな地域おこし協力隊員を
ご紹介します

３ 第11回ひらお産業まつり
　　　　　～チャオ！ひらお～

４－６ 最近よく聞く
「中学校部活動の地域移行」って何？

14 － 15 まちの話題

主 な 内 容
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新たな地域おこし協力隊員をご紹介します
　新たな平生町地域おこし協力隊
として、吉井和之さん（千葉県柏
市から移住）が着任しました。吉
井さんには、町の活性化につなが
るさまざまな活動を行い、町の関
係人口創出にかかわる業務を行っ
ていただきます。

　人口減少や高齢化の進行が著しい地
方において、地域外の人材を積極的に
受け入れ、地域協力活動を行いながら、
地域への定住、定着を図ることを目的
とした国の制度を指します。

地域おこし協力隊とは

　皆様はじめまして。吉井和之と申します。
　前職では商社の物流部門に身をおいて仕事をしておりまし
たが、コロナ禍を機に自分自身と家族の幸せについて改めて
考える中で、地域と関わり、地域と共に変化を起こすことを
仕事にしたいという思いを強く持つようになりました。
　自分自身のこれまでの経験やスキルで貢献できそうな市町
を探す中で、穏やかな気候と豊かな自然を有し、安全な食へ
の取組みを推進する平生町と出会い、ここを活動の拠点にし
たいという気持ちが自然に芽生えておりました。
　また小規模特認校という教育制度があることも、平生町に
関わりたいと思った大きな理由です。
　実際に住んでみてまだ日が浅いのですが、思ったとおりの
素敵な町であることを日々実感しつつも、全く生活に不便を
感じないことは嬉しい驚きでした。
　物流に携わる前は映像制作を行っておりましたので、そん
な平生町の魅力を自分なりに発信していければと考えており
ます。どうぞよろしくお願いいたします。

平生町地域おこし協力隊員

吉井 和之さん

問町役場地域振興課　☎56ｰ7120

 社会的ひきこもり家族教室
　「社会的ひきこもり」とは、半年以上、学校や職場に行かず、家族以外との親密な対人関係が持てない状態が
続き、また精神疾患がその主な原因とは考えにくい場合のことをいいます。
　正しい知識やよりよい対処の方法、コミュニケーションの方法を学びましょう。
●日時　 全４回：①12月19日月、②令和５年１月16日月、③令和５年１月30日月、④令和５年２月17日金
　　　　 （時間はいずれも13:30～16:00）
●場所　柳井総合庁舎（柳井市南町３ｰ９ｰ３）
●対象　社会的ひきこもりで悩んでいる家族（参加申込み後、面接の上、受講決定）
●申込期限　11月28日月
※新型コロナウイルス感染症の発生状況により、開催を中止または変更とする場合があります。
□申 □問 柳井健康福祉センター 健康増進課　☎22-3631

第 11 回ひらお産業まつり
～チャオ！ひらお～

日時：11 月 27 日 日　9:00 ～ 15:00

★

★
★

●ぐるっと平生スタンプラリー　各ブースにあるスタンプを集めて、プレゼントをゲットしよう !!
　スタンプ設置場所のスタンプを専用台紙に押して４つすべてのスタンプを集めると “かんぷ
うくんマグカップ” をプレゼント！（どのスタンプ設置場所にある引換所でもお渡し可能）（※）
　さらに、４つのスタンプを押した台紙に必要事項を記入して「and more スポンサープレ
ゼント」に応募すると、抽選で豪華賞品が当たります！当日の午後３時までに引換所の抽選箱
に入れてください。当選者には、郵送で「当選通知」を送ります。
※ローマブースの引換所は町体育館屋内のみとなりますので、ご注意ください。
＜スタンプ設置場所＞
① 町体育館（屋内）② 町体育館駐車場　③ ひらお特産品センター　④ 山口県漁協平生町支店

★ミラノブース
【ひらお特産品センター周辺】
〇美味しいものがいっぱい !!
・焼き鳥、二重焼き、うどんなどを販売
〇新鮮な農産物を販売！
・美味しいお米、新鮮野菜、イタリア野菜
なども並びます。

★ローマブース【町体育館周辺】
駐車場：柳井紙工㈱駐車場
※アルク平生店駐車場への駐車はご遠慮
　ください。
〇企業紹介コーナー
・町内企業が一斉に出展
・事業内容の紹介、パネル展示、製品の展示等
〇催し物が盛りだくさん！
・シューティングシュミレーター、模擬銃展示
・はしご車搭乗体験
・パトカー、白バイ、自衛隊 高機動車等展示
・お子様用の警察官・自衛官制服着用コーナー
・輪投げ、ダーツなどのゲーム
・年金、労務管理相談
・猟友会による狩猟の紹介
・マイナンバーカード申請相談
〇美味しいものがいっぱい !!
・お寿司、炊き込みごはん、焼き菓子、大星ま
んじゅう、みかんもち、ポップコーン、焼き
そばなど

★ナポリブース
【山口県漁協平生町支店
周辺】駐車場：佐賀漁港内
※イベント会場は歩行者天国とな
ります。駐車場へは県道 23 号線
の上関町側から入場してください。
〇新鮮な海の幸や特産品販売、
体験コーナーもあります！
・活くるまエビ、海産物珍味、お
惣菜、お好み焼き、特産品、グッズ、
コーヒー、パパイヤ茶などの販売
・サバニ（帆船）体験
〇イタリアーノひらおフェス
タも同時開催！

問ひらお産業まつり実行委員会事務局（町役場産業課内）　☎56ｰ7117
※悪天候や新型コロナウイルス感染症の影響により、内容の変更または中止する場合があります。
※まつりの様子を撮影しますので、ご協力をお願いします。
※まつりの開催（中止などの）情報は、当日午前７時に「ひらお産業まつり公式ホームページ」に掲載します。

ひらお産業まつり公式ホームページ QR コード▶
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最
近
よ
く
聞
く

「
中
学
校
部
活
動
の
地
域
移
行
」
っ
て
何
？

～
現
状
を
把
握
す
る
た
め
に
関
係
者
に
行
っ
た

　
　
　
　
　
　
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
報
告
し
ま
す
～

平生町地域部活動検討委員会
教育委員会社会教育課

　
中
学
校
の
生
徒
が
ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
活

動
に
親
し
む
機
会
は
、
こ
れ
ま
で
学
校
が

部
活
動
を
設
置
・
運
営
す
る
形
で
確
保
さ

れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
学
校
の
働
き

方
改
革
が
進
み
、
ま
た
少
子
化
に
よ
る
部

員
不
足
で
、
学
校
単
位
で
の
活
動
が
難
し

い
ケ
ー
ス
も
増
え
る
中
で
は
、
生
徒
が
ス

ポ
ー
ツ
や
文
化
活
動
に
親
し
む
機
会
が
、

今
後
大
き
く
減
少
す
る
こ
と
が
懸
念
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
文
部
科
学
省
は

令
和
２
年
９
月
、
改
革
方
針
を
示
し
ま
し

た
。
学
校
の
部
活
動
に
代
わ
り
、
地
域
に

お
い
て
ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
活
動
の
機
会
を

将
来
に
渡
っ
て
確
保
・
充
実
で
き
る
よ

う
、
生
徒
が
地
域
で
ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
活

動
に
親
し
め
る
環
境
を
新
た
に
構
築
し

て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

　

そ
の
後
、
ス
ポ
ー
ツ
庁
と
文
化
庁
で

は
、「
部
活
動
の
地
域
移
行
に
関
す
る
検

討
会
議
」
を
立
ち
上
げ
、
ス
ポ
ー
ツ
庁
は

今
年
６
月
、文
化
庁
は
８
月
に
「
提
言
書
」

を
公
表
し
て
い
ま
す
。
こ
の
「
提
言
書
」

で
は
、
来
年
度
か
ら
３
年
間
を
「
改
革
集

中
期
間
」
に
位
置
づ
け
、
ま
ず
は
休
日
の

部
活
動
か
ら
段
階
的
に
運
営
主
体
を
学

校
か
ら
地
域
に
移
す
こ
と
を
求
め
る
こ

と
と
し
て
い
ま
す
。

　
地
域
で
の
受
け
皿
、
指
導
者
、
施
設
、

大
会
、
会
費
、
保
険
な
ど
の
在
り
方
や
制

度
の
見
直
し
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
が

あ
り
ま
す
。

　
「
提
言
書
」
に
は
、
部
活
動
改
革
の
方

向
性
は
示
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
新
た
な

環
境
の
構
築
に
つ
い
て
は
地
域
の
実
情

等
に
照
ら
し
て
関
係
者
で
丁
寧
に
協
議

す
る
こ
と
と
し
て
、
個
々
の
課
題
に
つ
い

て
は
抽
象
的
な
表
現
に
止
ま
っ
て
い
る

も
の
も
あ
り
、
地
域
移
行
後
の
形
を
現
状

で
想
定
し
て
い
く
に
は
困
難
な
状
況
が

あ
り
ま
す
。

開
催
し
た
第
２
回
検
討
委
員
会
で
は
、
現

状
や
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
の
確
認
、
広
報
を

通
し
た
理
解
促
進
、
提
言
を
踏
ま
え
た
今

後
の
取
組
み
な
ど
に
つ
い
て
協
議
を
し

て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
検
討
委
員
会
内
に
、「
組
織
づ

く
り
部
会
」
と
「
種
目
別
検
討
部
会
」
を

立
ち
上
げ
、
地
域
移
行
後
の
組
織
体
制
や

種
目
ご
と
の
指
導
体
制
の
在
り
方
に
つ

い
て
、
継
続
的
に
協
議
も
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
。

（
地
域
移
行
に
関
す
る
検
討
等
の
状
況
に

つ
い
て
は
、
図
「
中
学
校
部
活
動
の
地
域

移
行
の
動
き
」
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
）

　
昨
年
５
月
か
ら
、
体
育
協
会
や
ス
ポ
ー

ツ
少
年
団
、
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
、
部
活

動
指
導
員
、
中
学
校
な
ど
の
代
表
者
が
参

加
す
る
「
地
域
部
活
動
検
討
委
員
会
」
を

立
ち
上
げ
て
検
討
を
は
じ
め
て
い
ま
す

が
、
地
域
の
受
け
皿
や
新
た
な
組
織
の
検

討
、
指
導
者
の
確
保
、
報
酬
等
の
予
算
や

会
費
の
在
り
方
な
ど
、
課
題
は
山
積
し
て

い
ま
す
。

　
本
年
度
は
、
６
月
に
第
１
回
検
討
委
員

会
を
開
催
し
、
県
教
育
委
員
会
か
ら
担
当

者
を
招
き
、「
提
言
書
」
の
内
容
の
共
有

を
図
る
と
と
も
に
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の
実
施

に
向
け
た
協
議
を
行
い
ま
し
た
。
10
月
に

最
近
、

「
部
活
動
の
地
域
移
行
」
っ
て

よ
く
聞
く
け
ど
…

「
部
活
動
の
地
域
移
行
」
に
は
、　

ど
ん
な
課
題
が
あ
る
の
？

平
生
町
で
は
ど
ん
な

取
組
み
を
し
て
い
る
の
？

▲「令和３年度秋の県体」( 女子バスケットボール部 )

▲「部活動指導員からのアドバイス」( ソフトテニス部 )

　
検
討
委
員
会
で
は
、
部
活
動
改
革
に
よ

る
新
た
な
環
境
の
構
築
に
つ
い
て
検
討

す
る
た
め
に
、
子
ど
も
た
ち
の
ス
ポ
ー
ツ

や
文
化
活
動
へ
の
さ
ま
ざ
ま
な
志
向
を

含
め
て
、
関
係
者
の
ニ
ー
ズ
や
意
向
、
現

状
の
把
握
を
目
的
と
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト

を
実
施
し
ま
し
た
。
期
間
を
７
月
８
日
か

ら
31
日
と
し
て
、
小
学
校
５・
６
年
生
児

童
・
中
学
校
生
徒
、
当
該
児
童
・
生
徒
の

保
護
者
、
部
活
動
指
導
員
、
中
学
校
教
員

を
対
象
に
行
い
ま
し
た
。
次
の
ペ
ー
ジ
に

結
果
の
概
要
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
詳
細

に
つ
い
て
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

動
指
導
員
※
」
を

お
願
い
し
て
い
ま

す
。

　
検
討
委
員
会
で

は
、
ま
ず
は
地
域

移
行
の
在
り
方
に

つ
い
て
、
地
域
の

指
導
者
の
可
能
性

を
探
り
つ
つ
、
ま

ず
は
こ
の
「
部
活
動
指
導
員
※
」
に
よ
る

休
日
の
単
独
指
導
へ
の
移
行
を
図
っ
て

い
く
方
向
で
検
討
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

指
導
者
の
確
保
も
大
き
な
課
題
の
ひ

と
つ
で
す
。
部
活
動
指
導
員
に
関
心
が
あ

る
方
は
、
社
会
教
育
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

　
現
在
、平
生
中
学
校
で
は
、軟
式
野
球
、

陸
上
競
技
、
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
、
ソ
フ
ト
テ

ニ
ス
、
卓
球
、
剣
道
、
柔
道
、
総
合
文
化

部
の
８
種
目
の
部
活
動
に
13
名
の
「
部
活

部
活
動
の
意
識
や
ニ
ー
ズ
に
つ
い
て
、

「
ア
ン
ケ
ー
ト
」
を
行
い
ま
し
た

「
部
活
動
指
導
員
」
の
配
置
を

進
め
て
い
ま
す

令和３年度 令和４年度 令和５～７年度
国　
　　「検討会議」の発足
　　（スポーツ庁･文化庁）
県　
　　「やまぐち部活動改革推進協議会」
　　 発足（10月）

国　
　　「運動部活動の地域移行に関する検討会議  提言」（６月）
　　「文化部活動の地域移行に関する検討会議  提言」（８月）
県　
　　「やまぐち部活動改革推進協議会」
　　第１回：６月、　第２回：10月、　第３回：２月（予定）

国・県

町

「平生町地域部活動検討委員会」発足
・検討委員会　２回　（５月、３月）
・部会　１回　（７月）

※令和元年度から部活動指導員を配置し、こ　
れまで段階的に増員

※令和２年度から剣道部、柔道部（臨時部）に　
　おいて、部活動指導員による単独指導を開始

※令和３年度からソフトテニス部において、部
　活動指導員による休日の単独指導に向けた
　指導の開始

○第１回検討委員会（６月）
　・県教育委員会の説明による提言内容の理解
　・アンケート協議
　●「中学校部活動に関するアンケート」実施（７月）
　●組織づくり部会
　　・地域移行後の組織の在り方の検討
　●種目別検討部会（各種目ごと）
　　・部活動指導員の確保に向けた協議

○第２回検討委員会（10月）
　・アンケート結果の共有
　・提言を踏まえた今後の取組み

○第３回検討委員会（３月予定）

改革集中期間

各自治体への指導・
助言、情報提供

令和５年度以降の
地域移行の在り方、
受け皿や新たな組織、
指導者の確保、
報酬等の予算や
会費の在り方
などの課題を検討

「部活動指導員」と顧問教員による指導　→ 「部活動指導員」による休日の単独指導　→

図　中学校部活動の地域移行の動き

※「部活動指導員」

　国において、平成
29 年度から制度化
されたもので、校長
の監督下で顧問の代
わりに単独で部活動
の技術的な指導や大
会への引率等のでき
る人のことです。

問
町
教
育
委
員
会 

社
会
教
育
課 

  

社
会
体
育
班　
☎
（
５
６
）
６
０
８
３

　　

こ
の
度
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
の
詳
細

は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

掲
載
し
て
い
ま
す
。

　　

部
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令和 4 年度

財政公表

◆町債残高・一時借入金の状況
　道路や公共施設の整備事業などの財源とする
ため、国や銀行などから長期に借り入れている
資金の状況です。（家庭における借金）

区　　分 金　　額
一 般 会 計 48 億 4,259 万円
特別
会計

下 水 道 37 億 2,808 万円
漁業集落環境整備 5 億 8,282 万円

合 　 　 　 　 計 91 億 5,350 万円
一 時 借 入 金 0 円

◆特別会計予算の収支状況
会　計　名 予　算　額 収　入　済　額 収入率 支　出　済　額 支出率

国 民 健 康 保 険 17 億 1,383 万円 6 億 7,395 万円 39.3％ 7 億 3,017 万円 42.6％
下  水  道 8 億 4,169 万円 6,818 万円 8.1％ 2 億 2,840 万円 27.1％
漁 業 集 落 環 境 整 備 1 億 2,226 万円 775 万円 6.3％ 3,541 万円 29.0％
介 護 認 定 審 査 会 2,444 万円 0 円 0.0％ 1,094 万円 44.8％
介 護 保 険 14 億 3,014 万円 6 億 1,212 万円 42.8％ 5 億 6,135 万円 39.3％
後 期 高 齢 者 医 療 2 億 8,882 万円 8,491 万円 29.4％ 8,864 万円 30.7％

　令和４年度予算の収入・支出状況（９月30日現在）を公表します。
　財政公表は、町民のみなさんに町の財政がどのような状況になって
いるかを知っていただくため、年２回公表するものです。

問町役場総務課 財務班　☎56ｰ7111

注）上記金額は１万円未満を切り捨てたものです。そのため、各図表内における比率や合計などが一致しないことがあります。

◆町有財産の状況
証券・出資金・基金
　32 億 8,423 万円
土地
　183 万 4,556 ㎡
建物
 　4 万 7,384 ㎡
消防車
　13 台
公用車
　28 台

◆一般会計予算の収支状況 【現行予算額 66 億 287 万円】

歳入 歳出
※各予算額、収入・支出済額には繰越明許費を含む。

収入済額合計　32 億 2,103 万円（48.8％） 支出済額合計　23 億 3,427 万円（35.4％）
100％

現行予算額：13 億 4,143 万円
支 出 済支 出 済 額：   5 億 8,627 万円額：   5 億 8,627 万円（43.7％）（43.7％）

現行予算額：   1 億 9,585 万円
支 出 済支 出 済 額：   1 億 2,938 万円額：   1 億 2,938 万円（66.1％）（66.1％）

現行予算額：   1 億 6,602 万円
支 出 済支 出 済 額：          2,113 万円額：          2,113 万円（12.7％）（12.7％）
現行予算額：   1 億 6,024 万円
支 出 済支 出 済 額：   1 億 1,173 万円額：   1 億 1,173 万円（69.7％）（69.7％）

現行予算額：   2 億 7,924 万円
支 出 済支 出 済 額：   1 億 5,961 万円額：   1 億 5,961 万円（57.2％）（57.2％）

現行予算額：   3 億 9,787 万円
支 出 済支 出 済 額：   額：   1 億 6,581 万円1 億 6,581 万円（41.7％）（41.7％）
現行予算額：   3 億 6,447 万円
支 出 済支 出 済 額：           6,251 万円額：           6,251 万円（17.2％）（17.2％）

現行予算額：   8 億 7,183 万円
支 出 済支 出 済 額：    1 億      70 万円額：    1 億      70 万円（11.6％）（11.6％）

現行予算額：18 億 2,158 万円
支 出 済支 出 済 額：   5 億 6,471 万円額：   5 億 6,471 万円（31.0％）（31.0％）

現行予算額：   5 億    161 万円
支 出 済支 出 済 額：   2 億 4,646 万円額：   2 億 4,646 万円（49.1％）（49.1％）

現行予算額：   5 億    269 万円
支 出 済支 出 済 額：   1 億 8,591 万円額：   1 億 8,591 万円（37.0％）（37.0％）

民 生 費

総 務 費

土 木 費

衛 生 費

公 債 費

教 育 費

農林水産業費

消 防 費

災害復旧費

商 工 費

そ の 他

地方交付税

町 税

国庫支出金

県 支 出 金

町 債

繰 越 金

地方消費税交付金

繰 入 金

諸 収 入

地方譲与税

そ の 他

100％

現行予算額：     1 億 6,901 万円
収 入 済収 入 済 額：          6,358 万円額：          6,358 万円（37.6％）（37.6％）

現行予算額：   1 億 2,531 万円 
収 入 済収 入 済 額：          6,014 万円額：          6,014 万円（48.0％）（48.0％）
現行予算額：          5,358 万円
収 入 済収 入 済 額：          1,259 万円額：          1,259 万円（23.5％）（23.5％）

現行予算額：   3 億 3,961 万円
収 入 済収 入 済 額：   3 億 3,961 万円額：   3 億 3,961 万円（100.0％）（100.0％）

現行予算額：   1 億 4,277 万円
収 入 済収 入 済 額：                　0 円　額：                　0 円　（0.0％）（0.0％）

現行予算額：   2 億 9,800 万円
収 入 済収 入 済 額：   1 億 4,623 万円額：   1 億 4,623 万円（49.1％）（49.1％）

現行予算額：21 億 1,827 万円
収 入 済収 入 済 額：14 億 5,298 万円額：14 億 5,298 万円（68.6％）（68.6％）

現行予算額： 10 億 2,056 万円

現行予算額：   5 億 3,747 万円

現行予算額：   5 億 4,249 万円
収 入 済収 入 済 額：           6,076 万円額：           6,076 万円（11.2％）（11.2％）

現行予算額：12 億 5,577 万円
収 入 済収 入 済 額：   8 億 8,830 万円額：   8 億 8,830 万円（70.7％）（70.7％）

収 入 済収 入 済 額：                    　0 円   額：                    　0 円   （0.0％）（0.0％）

収 入 済収 入 済 額：   1 億 9,679 万円額：   1 億 9,679 万円（19.3％）（19.3％）
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会計名 歳入 歳出 差引額
国民健康保険事業 16億5,111万円 16億2,549万円 2,562万円

下水道事業 7億4,827万円 7億4,277万円 550万円
漁業集落環境整備事業 1億3,340万円 1億3,340万円 0円

熊南地域介護認定審査会事業 2,303万円 2,303万円 0円
介護保険事業 13億9,204万円 13億5,326万円 3,878万円

後期高齢者医療事業 2億5,381万円 2億5,381万円 0円

特別会計

　自治体の財政破たんを未然に防ぐとともに、悪化した団体に対して早期
に健全化を促すために制定された「地方公共団体の財政の健全化に関する
法律」の規定に基づき、健全化判断比率の４指標および公営企業会計の資
金不足比率を公表します。
　令和３年度決算での本町および一部事務組合における算定値は次のとお
りで、すべての指標において国が定める基準数値を下回っています。
　なお、算定された数値が基準数値以上の場合には、財政健全化計画また
は財政再生計画を策定する義務が生じます。

健全化判断比率と資金不足比率について
〜 すべての指標において基準をクリア 〜

平生町の健全化判断比率 （単位：％）
指標名 算定値 早期健全化基準 財政再生基準

実質赤字比率 － 15.0 20.0
連結実質赤字比率 － 20.0 30.0
実質公債費比率 12.5 25.0 35.0
将来負担比率 121.6 350.0

赤字が生じていないため、実質赤字比率および連結実質赤字比率は算定されませんでした。

平生町の公営企業会計の資金不足比率　　　　　　　　　　　 （単位：％）
会計名 算定値 経営健全化基準

下水道事業特別会計 － 20.0
漁業集落環境整備事業特別会計 － 20.0

赤字が生じていないため、資金不足比率は算定されませんでした。

平生町に関係する公営企業会計の資金不足比率　　　　　　　 （単位：％）
一部事務組合名 算定値 経営健全化基準

田布施・平生水道企業団 － 20.0
熊南総合事務組合 － 20.0

柳井地域広域水道企業団 － 20.0
赤字が生じていないため、資金不足比率は算定されませんでした。

 用語解説

歳入
【地方交付税】町の財政状況に応じて国

から交付されるお金
【町税】町民税や固定資産税などの税金
【国庫支出金】国からの補助金や負担金
【県支出金】県からの補助金や負担金
【町債】国や銀行からの借金
【繰越金】前年度から繰り越したお金
【地方消費税交付金】消費税の一部を、

人口と従業者数に応じて交付されるお金

【繰入金】基金などから繰り入れたお金
歳出

【民生費】高齢者・障害者福祉や子育て
支援など

【総務費】住民登録や庁舎の維持管理、
交通安全対策、選挙など

【土木費】道路、公園、河川の整備など
【衛生費】健康増進、疾病予防、環境対

策など
【公債費】借り入れた町債の返済
【教育費】学校教育、生涯学習、スポー

ツの振興など
【農林水産業費】農業、畜産業、水産業

の振興など
【消防費】火災、救急、防災対策など
【災害復旧費】災害によって生じた被害

の復旧に要する経費

指標の概要
【実質赤字比率】地方公共団体の一般会

計の赤字の程度を指標化し、財政運営の
深刻度を示すものです。

【連結実質赤字比率】全ての会計を連結
させて、地方公共団体全体の赤字の程度
を指標化し、財政運営の深刻度を示すも
のです。

【実質公債費比率】地方公共団体の借金
の返済である元利償還金額や、これに準
ずる一部事務組合などへの負担金の総額
の標準財政規模に対する割合を指標化し
たものです。

【将来負担比率】地方公共団体の一般会
計の地方債の現在高や、将来支払わなけ
ればならない負担額を指標化したもので
す。将来財政を圧迫する可能性が高いか
どうかを示すものです。

【資金不足比率】公営企業の資金の不足
を、公営企業の事業規模である料金収入
の規模との比較を指標化したものです。
経営状況の深刻度を示すものです。

令和 3 年度

決算状況をお知らせします
　一般会計の歳入総額は75億7,833万円、歳出総額は72億3,872万円で、差引3億3,961万円となり、
繰越明許費繰越額 1 億 3,138 万円を除いた実質収支額は 2 億 823 万円となりました。
　歳入歳出ともに過去最大の決算額となりました。 問町役場総務課 財務班 ☎56ｰ7111

12万円町民１人当たりが負担した町税
人口：11,315人（令和4年3月31日現在）

商工費
9,548 万円（1.3％）

議会費
6,360 万円（0.9％）

災害復旧費
  1 億 236 万円

（1.4％）

諸支出金
9,277 万円（1.3％）

農林水産業費
3 億 2,083 万円（4.4％）

消防費
2 億 7,155 万円

（3.8％）

教育費
4 億 2,689 万円

（5.9％）
衛生費
4 億 5,798 万円

（6.3％）

土木費
6 億 7,333 万円

（9.3％）

公債費
          4 億 9,739 万円

   （6.9％）

総務費
23 億 2,711 万円

（32.1％）

民生費
19 億 677 万円

（26.3％）

労働費
266 万円（0.1％）

　総務費では、新庁舎整備事業費の増額が主な
要因で前年度と比較して7,183万円、3.2％増加
しています。民生費では、国の取組みである住
民税非課税世帯等臨時特別給付金事業費や子育
て世帯臨時特別給付金事業費の増額が主な要因
で前年度と比較して2億9,891万円、18.6％増
加しています。土木費では、要緊急建物耐震化
事業の補助費や橋梁補修工事費等の増額が主な
要因で前年度と比較して8,671万円、14.8％増
加しています。公債費は、前年度と比較して元
利償還金が445万円、0.9％減少しています。
　衛生費では、新型コロナウイルスワクチン接

一般会計歳出
歳出総額　72億3,872万円

種関連経費の増額が主な要因で前年度と比較して1億2,165万円、36.2％増加しています。教育費では、校内通信ネットワー
ク整備工事費等の減額が主な要因で前年度と比較して1,659万円、3.7％減少しています。 農林水産業費では、漁港海岸保全
施設整備事業費等の増額が主な要因で前年度と比較して6,975万円、27.8％増加しています。災害復旧事業費は、前年度と
比較して4,305万円増加しています。　

その他
１億 9,786 万円（2.6％）

繰越金
3億 2,244 万円（4.2％）

繰入金
1億 8,744 万円（2.5％）

国庫支出金
12億 9,634 万円
（17.1％）

県支出金
5億 1,090 万円（6.7％）

地方交付税
22億 4,884 万円
（29.7％）

町税
13億 913万円
（17.3％）

地方消費税交付金
2億 7,240 万円（3.6％）

地方譲与税
4,459 万円（0.6％）

その他
5,386 万円（0.7％）

町債
11億 3,453 万円
（15.0％）

依存
財源
(73.4％）

自主
財源
(26.6％）

【自主財源】町が独自で調達するお金　【依存財源】国や県から町に入ってくるお金

　町税全体では、前年度と比較して273万円減
少しています。
　地方消費税交付金は前年度と比較して2,036
万円、8.1％増加しています。
　同交付金のうち、消費税増税に伴う社会保障
財源化分として1億5,702万円が交付されてお
り、障害福祉事業、福祉医療事業、国民健康保
険事業、介護保険事業、乳幼児等予防接種事業
等の社会保障施策に要する経費に充てておりま
す。地方交付税のうち普通交付税は臨時経済対
策費の創設等により2億4,948万円増加してお
り、地方交付税全体では14.1％増加しています。
　国庫支出金では、特別定額給付金事業費の減

一般会計歳入
歳入総額　75億7,833万円

額が主な要因で前年度と比較して5億8,541万円、31.1％減少しています。
　県支出金では、農業用施設災害復旧事業費等の増額が主な要因で前年度と比較して1億3,259万円、35.0％増加しています。
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法務局 常設人権相談所

人権相談所（人権行政相談）

　12月４日日から10日土は、世界人権宣言の意義を
訴えるとともに人権尊重思想の普及高揚を図るべく、
人権週間と定められています。町では、毎月第２月曜
日に人権相談所（人権行政相談）を開設しています。
　また、法務局では、常設の人権相談所を開設してい
ます。いじめ、虐待、家庭内トラブルなど心配ごとや
困りごとについてお気軽にご相談ください。
※相談は無料で、秘密は固く守られます。

【相談日】12月12日月
【時間・場所】
▷10:00～12:00　平生まち・むら地域交流センター
▷13:00～15:00　佐賀地域交流センター

【日時】月～金 8:30～17:15
【場所】山口地方法務局周南支局（周南市）
【電話】☎0834ｰ28ｰ0244
問町役場総務課　☎56ｰ7111

第 74 回人権週間
12 月４日日～ 10 日土

　11月18日金から24日木は、「女性の人権ホットラ
イン」を広く知っていただき、より多くの人から相談
を受けることができるよう、強化週間と定められてい
ます。強化週間中は、次のとおり相談時間を拡大して
相談を受け付けています。
  山口地方法務局および山口県人権擁護委員連合会で
は、夫やパートナーからの暴力、職場等における各種
ハラスメント、ストーカー行為など女性をめぐるさま
ざまな人権問題に関する相談に応じる専用相談電話

「女性の人権ホットライン」を設置しています。
※相談は無料で、秘密は固く守られます。
【電話】全国共通ダイヤル　
０５７０－０７０－８１０

【日時】平日月～金 8:30～17:15
※強化週間中は受付時間を拡大します。
【日時】
11月18日金・21日月～24日木 8:30～19:00
11月19日土・20日日 10:00～17:00

問山口地方法務局人権擁護課　☎083ｰ922ｰ2295

「女性の人権ホットライン」
強化週間について

●土地について
　賦課期日における現況地目で課税します。利用状況
などに変更があった場合はご連絡ください。
　なお、農地法上の規制を受けない宅地や雑種地など

（宅地などへの転用許可済みの農地を含む）については、
農地利用している場合でも農地課税とはなりません。

●家屋について
　年内に新築・増築され、家屋調査をまだ受けていな
い家屋や、年末までに完成が見込まれる家屋がある場
合はご連絡ください。
　また、年内に全部または一部を取り壊した家屋、取
り壊す予定の家屋がある場合はご連絡ください。
　なお、年内に取り壊した家屋について、賦課期日後
にご連絡いただいた場合は、解体工事の領収書等によ
る取り壊し日の確認が必要となりますので、お早めに
ご連絡ください。

●償却資産について
　償却資産とは、事業のために用いる機械、器具、備
品等のことをいいます。賦課期日において償却資産を
所有している事業者は、毎年１月31日までに申告をす
る必要があります。申告書は12月中旬に発送しますの
で、提出をお願いします。

●口座振替について
　固定資産税の支払方法として口座振替を利用してい
る人で、相続などで所有者（納税義務者）に変更があっ
た場合は、口座振替が利用できなくなりますので、ご
注意ください。
　所有者（納税義務者）の変更後、引き続き口座振替
を希望する場合は、改めて金融機関において届出が必
要となります。
問町役場税務課 資産税班　☎56ｰ7114

固定資産税についてのお知らせ
　固定資産税は、毎年１月１日（「賦課期日」といいます）に土地・家屋・償却資産を所有している人が、その固
定資産の所在する市町村に納める税金です。適切な課税を行うため、所有している土地・家屋の状況に異動があっ
た場合はご連絡ください。また、償却資産の申告書の提出をお願いします。

　電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税
世帯等に対し、緊急支援給付金を給付します。
※住民税非課税世帯等臨時特別給付金（１世帯当たり 10 万円）を受給している場合であっても、支給要件を満
たしている場合は、価格高騰緊急支援給付金を受給することができます。

【給付額】
１世帯あたり５万円（１世帯１回限り）　
※①と②の重複受給はできません。

【手続方法】
①住民税非課税世帯
11月１日火から、対象となる可能性がある世帯に「確
認書」を順次発送しています。
確認書に必要事項を記入の上、同封する返信用封筒で
確認書や必要書類を返送してください。

（確認書の提出期限は令和５年１月31日火）
※令和４年１月２日以降に転入された人がいる世帯
は、支給要件確認書が送付されません。

（対象要件を満たす世帯は申請が必要です）
※現住所と令和４年１月１日時点の住所が異なる人
は、令和４年１月１日時点でお住まいの市区町村が
発行する住民税非課税証明書を添付してください。

（該当する世帯員全員の証明書が必要です）　　
②家計急変世帯
給付金の受給には申請が必要です。
該当する世帯については、町役場町民福祉課に備え付
けの申請書に必要書類を添えて提出してください。

【申請期限】
令和５年１月31日火（郵送の場合、当日消印有効）
●申請に必要な書類
・電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金（家
計急変世帯分）申請書 ( 請求書 )

・簡易な収入（所得）見込額の申立書（家計急変者用）
・簡易な収入（所得）見込額の申立書に記載した任意
１カ月の収入の状況、または令和４年中の収入の見
込額を確認できる書類の写し（給与収入、事業収入、
不動産収入、公的年金等の収入額がわかるもの）

・申請者の本人確認書類の写し
・受取口座を確認できる書類の写し
●住民税非課税相当額（給与収入の場合）　　（単位：円）

非課税相当
限度額

非課税相当
収入限度額

収入額ベース 所得額ベース
単身または扶養親族が
いない場合 　930,000 380,000

配偶者や親族（１人）を
扶養している場合 1,378,000 828,000

配偶者や親族（２人）を
扶養している場合 1,680,000 1,108,000

配偶者や親族（３人）を
扶養している場合 2,096,000 1,388,000

障がい者、寡婦、
ひとり親、未成年 2,043,000 1,350,000

【給付時期】
確認書や申請書類の受付から給付（振込）まで１カ月
程度かかります。
給付予定日については、決定通知書でお知らせします。

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国（の職員）
などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、町
や警察署、警察相談専用電話（♯ 9110）にご連絡
ください。

住民税非課税世帯等に対する緊急支援給付金の
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」
にご注意ください！

問町役場町民福祉課 地域福祉班　☎56ｰ7113

【給付対象世帯】
①住民税非課税世帯
　基準日（令和４年９月30日）において、世帯全員の住民税均等割が非課税である世帯
②家計急変世帯
　①以外の世帯のうち、予期せず家計が急変し、令和４年１月から令和４年12月までの任意の１カ
月の収入を12倍した合計額が「住民税非課税相当」の収入に減少した世帯
　ただし、①②ともに次の世帯は、対象外です。
　・世帯員全員が、住民税が課税されている家族等に扶養されている世帯（※）
　※親（課税）に扶養されている大学生（非課税）の単身世帯や子（課税）に扶養されている親（非課税）の世帯など
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ひとり親家庭を支援します
母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度

　県では、ひとり親家庭の父母に、お子さんの高等学校や大学、専門学校等への入学、修学や就職に必要な経費に
対して、無利子で貸付を行っています。
●主な資金
就学支度資金（入学金、制服代等）、修学資金（授業料、交通費等）、就業資金 ( 就職に必要な自動車免許取得費用）、
就職支度資金（被服費等）
※ 申請から貸付までに約１カ月半を要します。
　 貸付に当たっては事前相談、申請者および保証人などの面談が必要です。詳しくは、お問い合わせください。

ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金事業
　県では、ひとり親家庭の父母が、経済的自立に効果的な資格取得のため養成機関で修業する場合、生活の負担軽
減を図り、資格取得を容易にできるよう支援します。
●対象資格
看護師、准看護師、保健師、助産師、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、保育士、理容師、美容師など
※ 修業を始める前に事前相談および申請が必要です。詳しくは、お問い合わせください。

問　柳井健康福祉センター　☎ 22-3777　　町役場町民福祉課　☎ 56-7113

ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業
　県では、ひとり親家庭の父母が就業に結び付く可能性の高い教育訓練講座を受講する際、受講料の一部を交付す
ることにより、就業に関する能力開発の取組みを支援します。
●対象講座
雇用保険制度の一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座など
①一般教育訓練給付金等の指定教育訓練講座（介護職員、医療事務等）
②専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座（看護師、社会福祉士等）　　
※ 教育訓練を受講される前に、あらかじめ講座の指定を受けることが必要です。詳しくは、お問い合わせください。

●対象者
次のすべてに該当する人
１. 平成９年４月２日から平成17年４月１日までに生
　まれた女性
２. 令和４年４月１日時点で、町に住民登録がある人
３.16歳となる日の属する年度の末日までに、３回の定
　期接種が完了していない人
４.17歳となる日の属する年度の初日から令和４年３月
　31日までに、日本国内の医療機関で２価または４価
　ワクチンの任意接種を受け、実費を負担した人
５. 償還払いを受けようとする接種回数分について、　
　キャッチアップ接種を受けていない人
●償還払いの額
　接種時に医療機関に支払った接種費用とします。
　ただし、申請日の属する年度における定期接種の単
価（17,952円）を上限とします。
※接種に要した交通費、宿泊費、医療機関による書類
　の発行（接種証明書等）に要した費用は対象外です。
※領収書等を紛失し、医療機関への支払額が確認でき
　ない場合の償還額は、申請日の属する年度における
　定期接種の単価（17,952円）とします。
●申請方法
　次の必要書類を郵送または持参してください。
・ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還
　払い申請書（様式第１号）

・被接種者の氏名、住所、生年月日が確認できる書類
　の写し（マイナンバーカード、運転免許証、健康保
　険証（両面）などいずれか一つ）
※申請者と被接種者が異なる場合は双方のものが必要
・  振込先口座の通帳またはキャッシュカードの写し 
  （口座番号等確認用）
・接種費用の支払いを証明する書類
  （領収書および明細書、支払証明書等：原本のみ）
・接種記録が確認できる書類の写し
  （母子健康手帳の「予防接種の記録」欄）
※接種記録が確認できる書類がない場合は、接種した
　医療機関で「ヒトパピローマウイルス感染症に係る
　任意接種償還払い申請用証明書」（様式第２号）に
　医療機関の証明を受けて提出してください。
※様式第１号および様式第２号は、町ホームページか
　らダウンロードできます。
●申請先（送付先）
平生町保健センター

（〒742-1102　山口県熊毛郡平生町大字平生村178）
●申請期限
令和７年３月31日月
問町保健センター　☎ 56-7141

HPV ワクチン（子宮頸がんワクチン）を自費で受けた人に
対する償還払いについて

　HPV ワクチン（子宮頸がん予防ワクチン）の積極的勧奨の差し控えにより、定期接種の対象年齢を過ぎて自費
で接種を受けた人に、接種費用の償還払いを行います。

平生町特別定額給付金の申請を忘れていませんか？
申請期限は 11 月 30 日 水

　現在、コロナ禍において原油価格や電気・ガス料金を含む物価の高騰により、町内の経済状況に大きな影
響がある中、迅速かつ的確に家計への支援を行うため、町では、令和４年度平生町物価高騰対策特別定額給
付金給付事業を実施しております。町から８月中旬に、対象世帯の世帯主に申請書を送付していますので、
申請がまだの人は忘れずに申請してください。　　　　　　　　　　　　　 問町役場総務課　☎ 56-7111

【平生町特別定額給付金の給付について】
給付対象者 基準日（令和４年７月１日）において住民基本台帳に記録されている人

給付額 給付対象者１人につき 5,000 円
受給権者 住民基本台帳に記録されている人の属する世帯の世帯主

申請の方法
町から受給権者に対し、給付金の申請にあたり必要となる申請書を郵送しています。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、原則として郵送による申請にご協力ください。
※やむを得ず持参する場合には町役場総務課または佐賀出張所にて受け付けます。

給付の方法 給付予定日は決定通知書でお知らせします。
給付（振込）は、申請受付から２～３週間程度かかる見込みです。

申請受付期限 11 月 30 日水まで（郵送の場合は当日消印有効）

11月11日金～17日木は山口県同和問題啓発週間です
　「部落差別の解消の推進に関する法律（平成 28 年法律第 109 号）」が、平成 28 年 12 月 16 日に施行され、山
口県では 11 月 11 日金から 17 日木までを同和問題啓発週間としています。この期間、町では、町役場および公
共施設等に、のぼり旗を設置するとともに、県の作成したポスターを掲示しています。
　この機会に、同和問題に対する正しい理解と認識を深め、一人ひとりの人権が尊重された豊かな地域社会の実現
をめざしましょう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  問町役場町民福祉課　☎ 56 ｰ 7113

新たな教育委員に中
なか

本
もと

 稔
みのる

 さん
　教育委員の西村千秋さんが任期満了（10 月 31 日）に伴い退任
され、新たに元中学校校長の中本稔さんが、議会の同意を得て、町
長から教育委員に任命されました。
　教育委員の任期は４年で、教育行政の基本方針や重要事項を審議・
決定します。
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内閣府交通安全功労者表彰受賞
　10月 14日に町役場で金福照明さんの「令和４年度
内閣府交通安全功労者表彰」受賞報告が行われました。
　金福さんは昭和 48年に柳井交通安全協会佐賀地区
理事に就任して以来、今日まで交通立哨や町内の交通
安全旗、横断旗の整備、地区行事での交通整理などの
活動を行うことで交通安全に多大な貢献をされたこと
が評価されこのたびの受賞となりました。金福さんは
「このような賞をもらえるとは驚きです。自分が元気な
内は交通立哨を続けたいです」と話されました。

オリーブの搾油を体験

　10月22日にひらおハートピアセンターで、収穫した
オリーブの搾油が行われました。搾油では、オリーブの
実を細かく砕き、遠心分離器にかけてオリーブの実と液
体（オリーブの水分と油分が混ざったもの）を分けて、
液体のみを容器に入れて水分と油分が分かれるのを待
ち、油分だけを抽出するという作業を行いました。
　参加した人は「オリーブオイルの抽出にこれだけ手間
がかかれば高級なのも納得です」と話していました。

ご寄付ありがとうございます
　
　10月24日に明治安田生命保険相互会社から「私の
地元応援募金」によるご寄付をいただきました。この
募金は「地元の応援プロジェクト」の一環で本町にゆ
かりのある従業員のみなさんや会社からの拠出により、
地元を支援する取組みです。同社の石井盛智徳山支社
長（写真右から２番目）は、今回の寄付について「介護・
認知症対策や住民の健康増進、子育て支援に使ってい
ただきたいです」と話されました。
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大
お お し お

塩 喜
き す け

佑 さん
　このたび、元中学校校長の大塩喜佑さんが瑞宝双光章を受章さ
れました。大塩さんは、昭和30年に助教諭として奉職して以来、
教諭、教頭、校長を歴任され、40年の長きにわたり、学校教育
や学校運営など教育全般の振興に大きく貢献されました。
　大塩さんは当時を振り返り「良い同僚や先輩の先生、がんばり
やの生徒、協力的な保護者など人に恵まれていたと思います」と
話されました。

瑞宝双光章受章高齢者叙勲

熊毛南高校の生徒が青パパイヤの収穫と調理に挑戦

　10 月８日に柳井紙工株式会社駐車場などで大星山サイクル
フェスタが開催されました。
　フェスタでは、全長約 8km、標高差 428m、平均斜度 5.1%
のコースを自転車で駆け上がる「大星山ヒルクライム」や町内
の飲食店を巡る「たべリングサイクル」、特設バルーンコース
の中を子どもたちが駆け巡る「キッズバイク体験」などが行わ
れました。特別ゲストとして元オリンピック選手の三浦恭資氏
によるトークショーも行われ、自転車に興味がある方々が町内
外から集まりました。

大星山サイクルフェスタ in ひらおを３年ぶりに開催

　10 月 13 日に、熊毛南高校で地域貢献等の活動を行うＪＲＣ部員の５人が大野南地区の農園で青パパイヤ
の収穫を行いました。この青パパイヤは５月に同校生徒が植えて生長したものです。
　生徒たちは農園の方から青パパイヤの実を採る際の注意点について説明を受けた後、収穫を行い、たくさん
の実を採ることができました。収穫を体験した生徒は「実際に青パパイヤを見るのは初めてでした。とても楽
しい体験になりました」と話していました。
　また、18 日には、同校でフードデザインの授業を選択した生徒により、収穫した青パパイヤを使った調理
実習が行われました。この日のメニューは「そぼろあんかけ」「ペペロンチーノ風（炒め物）」「サラダ（オリ
ジナルドレッシング付）」「バニラコンポート」の４品で、生徒は初めて扱う青パパイヤに戸惑いながらも調理
を行い、それぞれの料理を完成させました。調理実習に参加した生徒は「青パパイヤは、色々な料理に使える
ところがとても良いと思いました。お店で見かけたら買いたいです」と話していました。



令和４年11月号 広報ひらお 16令和４年11月号 広報ひらお17

平生図書館　☎56ｰ2310　【開館時間】9:00〜17:15
【行事予定】11月19日土　古文書輪読会［9:45／平生図書館］
【休館日】　11月…21日月、28日月、30日水（月末整理日）
　　　　　12月…５日月、12日月
http://www.town.hirao.lg.jp/kurashi/shisetsu/toshokan.html

図書館図書館
だよりだより

即効！耳ほぐし
松岡佳余子 著

烏の緑羽
阿部智里 著

葵のしずく
奥山景布子 著

吉原と外
中島要 著

薔薇色に染まる頃
吉永南央 著

New 一般書

国際会議の大事典
鈴木一人・富田麻理 監修

私立探検家学園 １
斉藤倫 著

荒大名の茶の湯
　岡本よしろう 絵

わらってよピッコ
ルイス・スロボドキン  さく

くまの子ウーフのたからもの
広瀬弦 絵

New 児童書

ひみつの犬

岩瀬成子　（岩崎書店）

話 題 の 本本

　ひみつの犬をめぐり、奮闘する小学５
年生の羽美と4年生の細田くん。
これは事件？それと
も？とりまく大人たち
の間でさまざまな問題
にぶつかる。羽美たち
のゆれる心境をこまや
かに描く。

【ホームページ（予約・検索可）】

図書検索・予約システム
QR コード▼

　エビは低脂質・高たんぱく質でダイエット中にも使いや
すく、ビタミン・ミネラルが豊富で健康な体を作るのにお
すすめです。丈夫な骨や筋肉を作るためにも、風邪やけが
を治す力をつけるためにもぜひ活用したい食材です。

かぼちゃとエビ煮

平生町食生活改善推進協議会作ってみんさい
食べてみんさい

１．エビは殻をむき細かく刻む。小松菜はさっと茹で
水にとり３～４ｃｍの長さに切っておく。

２．かぼちゃは種とワタを取り、食べやすい大きさに
切って鍋に入れ、水、塩を加え中火にかける。煮
立ったら酢を加え、落とし蓋をして弱火で煮る。
蓋を取って水分を飛ばす。

３．別の鍋に［A ］、エビを入れ中火にかけ、煮立っ
たら［B  ］を回し入れてとろみをつける。

４．器に［２］を盛り、［３］をかけ、小松菜を添える。

作り方

材料　４人分
かぼちゃ���� 400g
エビ������  ８尾
小松菜����� 200g
水������ 200ml
酢����� 小さじ２
塩������� 少々

水������ 200ml
しょうゆ�� 大さじ１
砂糖���� 小さじ２
かたくり粉� 小さじ２
水����� 小さじ２

［Ａ］

［Ｂ］

徳山年金事務所出張年金相談【予約制】
年金相談を実施します。お気軽にご利用ください。
●日時　12月１日木　9:30～15:30
●場所　平生町商工会
●持参物
・基礎年金番号のわかるもの
（年金手帳・年金証書・基礎年金番号通知書など）
・相談者本人の確認ができるもの
（運転免許証など）
※代理人による相談の場合は、委任状および代理人本人

の確認ができるものを持参してください。
●予約受付期限（完全予約制）　11月30日水

  ●事前予約先　☎0834ｰ31ｰ2152（徳山年金事務所）
　※町役場では出張年金相談の予約は受け付けていません。

こんにちは保健師です
あなたの介護疲れがたまる前に「心を軽くするコツ」

～介護する人もされる人も笑顔になれるように～
問町保健センター　☎（５６）７１４１　問平生町高齢者地域包括支援センター　　　　　   ☎（５６）８０００
問町健康保険課 　  ☎（５６）７１１５　問認知症疾患医療センター（柳井医療センター） 　☎（２７）０３２１

　「私が頑張らないと・・・」「人に迷惑をかけられない」「介護を放
棄していると思われたくない」などの思いを抱えて毎日介護をしてい
ませんか？このような思いをずっと抱えて介護をしているとやがて限
界がきてしまうかもしれません。介護は先が見えない長期的なもので
す。自分で何もかもやろうとすると心も体も疲れ果ててしまいます。
　イライラしたり閉塞感が続くのはストレスがたまっているサインで
す。そのストレスがうつや虐待などにつながる前に「心を軽くする３
つのコツ」を身につけましょう。

「介護を自分だけで頑張らないといけない」と思っていませんか？

　介護を始めたばかりの多くの人は認知症の言動
に苦しみ、悩み、振り回されます。その言動には
背景や理由があります。それが分かると受け止め
方や対応が変わり相手が落ち着くので介護側も楽
になります。
例 1）ご飯を何度も催促する
　認知症の人は満腹中枢の機能低下もありご飯を
食べたことを忘れがちです。忘れたことを責める
のではなく「お茶でも飲んで待っててください」
などと言って、安心感を与えましょう。
例 2）財布を盗んだだろう
　認知症の人は身近な人ほど強く当たってくる傾
向があります。頭ごなしに否定せず一緒に探して
本人が見つけられるように支援しましょう。

理解する・受けとめる
　介護に必死で、自分自身を見失っていません
か？介護を始める前にやっていたこと、楽しかっ
たこと、感じていたことにもう一度目を向けてみ
てください。そして自分をいたわる心を忘れない
ようにしてください。

（１）ベストではなくベターな介護を
　できなかったことよりもできたことで自分をほ
めましょう。

（２）おしゃべりする時間をつくろう
　お友達や地域の会合等で、いろんな人と会話で
きる時間を持ちましょう。

（３）セルフケアを取り入れる
　介護の合間に呼吸法やストレッチでこまめに緊
張をほぐしましょう。

自分をいたわる

　他の家族が非協力的だったり、真面目で責任感が強く人に頼ることが恥ずかしいなどその人の性格や考え方が
原因となって一人で抱えてしまいがちです。そんなときは「誰かに相談する勇気」を持ってください。

（１）介護保険サービスを利用する
　 ケアマネージャーに相談してデイサービスやショートステイなど状況に合わせたサービスを利用しましょう。

（２）地域とのつながりをもつ
　特に一人歩きの危険性がある場合は、事前に隣近所の人などに相談しておきましょう。

（３）認知症カフェに参加する
　認知症の人やその家族など同じ境遇の人同士が話をすることで、安心感を覚えると同時に認知症介護について
の経験談や困ったときの対応なども知ることができますので、是非ご参加ください。
　【認知症 Café あいあむ】（どなたでも参加できます。茶菓子代：100 円）
　〇日時：第１火曜日　13：30 ～ 15：00　　〇場所：あいあむ（ふれあいまちづくりセンター）
　〇問合せ先：平生町社会福祉協議会　☎ 56-8000

一人でがんばらない

心
を
軽
く
す
る
３
つ
の
コ
ツ

　困ったときは１人で悩まず、上記問合せ先（町保健センター、町役場、平生町高齢者地域包括支援
センター、認知症疾患医療センター）にご相談ください。

孤独感 不安

ストレス

うつ・虐待



柳井警察署だより

問柳井警察署 ☎23ｰ0110

　11月12日土から11月25日金までの間、全国一斉に「女性に対する暴力をなくす運動」が行われます。
　配偶者等からの暴力、ストーカー行為や性犯罪など、女性に対する暴力は、決して許される行為では
ありません。警察では、配偶者暴力防止法やストーカー規制法などの法律に基づいて、防犯指導、対応
方法等の教示、関係機関と連携した被害者の保護対策や加害者への指導警告・検挙など、必要な措置を
行います。女性に対する暴力でお悩みの方は、次の相談窓口（24時間受付）にご相談ください。

女性に対する暴力の防止

令和４年11月号 広報ひらお 18

正しい知識で正しい知識で安心な消費生活安心な消費生活
問柳井地区広域消費生活センター　☎22ｰ2125問柳井地区広域消費生活センター　☎22ｰ2125

故人が残した通販サイトの
有料会員を解約するには

　亡くなった家族が利用していた通販サイトの有料会員を
解約したいが IDやパスワードが分からない。解約するに
はどうしたらいいか。

相 談

　会費を支払っていたことが分かるメールや明細書等を確
認し、会員登録している通販サイトに解約手続きについて
問合せをしましょう。
　なお、電話での問合せに対応していないことがあるため、
メールフォームからの問合せが可能かも確認しておきま
しょう。

アド
バイス

　デジタル遺品（パソコンやスマートフォン等を通して保
存された実態がつかめないデジタルデータ）について、遺
族から、IDやパスワードが分からず定期購入や月額制の

サービスをスムーズに解約できない、端末内の電子マネーやネット
取引の状況が把握できないなどの相談が寄せられています。
　日ごろからインターネット等を頻繁に使っていた人ほど、亡く
なった後にデジタル遺品が多くなる傾向があります。
　自分の死後に家族が困らないように、端末のロック解除方法や、
退会が必要なサイトとその IDやパスワード、ネット関連の金融資
産（利用している事業所名）などについて、ノートなどに記してお
くことが大切です。困ったときは、迷わず柳井地区広域消費生活セ
ンターに相談してください。

ワンワン
ポイントポイント

人権行政相談 
※相談無料・秘密厳守

どなたでもお気軽にご相談ください
●相談日 
　毎月第２月曜日（休日の場合は翌日）
●時間（場所）
　10:00～（平生まち・むら地域交流センター）
　13:00～（佐賀地域交流センター）
●相談員
　人権擁護委員、行政相談委員
●相談内容 
・人権に関わる悩みや困りごと
・�行政全般についての苦情相談ならびに意見
や要望などについて　

次回
12月12日月
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＜相談窓口＞
・女性犯罪被害相談電話「レディース・サポート１１０」
  （連絡先：＃8103 ☎0120ｰ378-387�☎083ｰ932-7830）
・警察総合相談電話
  （連絡先：＃9110 �☎083ｰ923-9110）
・柳井警察署警察安全相談窓口
  （連絡先：�☎23-0110）

男女共同参画社会の実現をめざして
男女が健康で、安心・安全に暮らせる社会づくり③

　憲法第 25 条では「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とされています。
　単身世帯やひとり親世帯の増加等の家族形態の変化、非正規労働者の増加等の雇用環境の変化、新型コロナ
ウイルス感染症の拡大などにより、ひとり親世帯、高齢者、障がい者等は、貧困など生活上の困難を抱えやす
くなっています。
　ひとり親家庭では、経済的に厳しい世帯の割合が高く、貧困が世代を超えて連鎖することがないよう、子ど
もへの生活面での支援等が必要になるとともに、家族の介護等を行っているいわゆるヤングケアラーの問題に
も取り組む必要があります。
　また、本町は全国に比べて高齢化が早く進行しており、健康で安心して暮らすことができるよう、地域包括
ケアシステムの深化・推進や、高齢者の多様な社会参画に向けた取組みを進めることが求められています。
　以上のことから、年齢や障がい、性別や国籍等に関わらず、全ての人が安心して、自立した生活ができるよう、
多様な生き方を認め合う意識を醸成するとともに、町民一人ひとりが、いきいきと暮らすことができる社会の
実現に向けた取組みが求められています。

現状と課題

問町役場地域振興課 
　まちづくり班　　
　☎56ｰ7120

　町では、関係機関と連携して、ひとり親家庭、高齢者、障がい者等への各種支援の充実や環境・体制づくり
を推進します。事業所では、子どもの育児や親の介護などの両立を可能とするため、従業員の業務量調整や有
休の確保促進など、働きやすい職場環境づくりや多様な就業機会を確保していきましょう。
　年代別サークル活動や地域活動、異世代交流等を行うことで、各人の持つ技能を生かしながら高齢者の社会
参画、社会貢献活動を促進しましょう。

住民・事業所・町の取組み
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す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
不
幸

に
し
な
い
よ
う
な
方
策
を

と
る
の
が
国
を
治
め
る
と

言
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う

か
。

　
兼
好
法
師
の
勝
負
に
勝

つ
秘
訣
は
「
勝
と
う
と
思
わ

な
い
こ
と
」
で
す
が
、
こ
れ

を
よ
り
ど
こ
ろ
に
し
て
、
一

度
き
り
の
人
生
の
各
場
面

で
、
悔
い
の
無
い
生
き
方
を

模
索
す
る
こ
と
で
正
々

堂
々
と
し
た
生
き
方
を
求

め
て
い
き
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。

徒
然
草
一
一
〇
段

平生町人権教育
推進協議会

（事務局：町教育委員会）

つ
な
が
り

つ
な
が
り 

ぬ
く
も
り

ぬ
く
も
り

人権
コラム
No.123

町民福祉課の窓口を開設
●開設日
第１日曜日（１月、５月は第２日曜日）
第３土曜日
●開設時間 9:00～12:00
●取扱業務
・マイナンバーカードの申請サポート
（写真撮影が無料）、交付、電子証明書の

更新
・住民票の写しの交付、戸籍謄抄本
（除籍・改製原戸籍を除く）の交付、印
鑑登録および印鑑登録証明書の交付
問町役場町民福祉課 戸籍班　☎56ｰ7113



＜ 以下は広告欄です ＞ ＜ 以下は広告欄です ＞

い
し
ま
す
。

　

な
お
、
１
１
９
番
通
報
が
つ
な
が

る
か
確
認
す
る
た
め
に
通
報
し
て
無

言
で
切
ら
れ
る
方
が
い
ま
す
が
、
こ

の
よ
う
な
通
報
は
緊
急
を
要
す
る
通

報
と
判
断
し
、
携
帯
電
話
の
番
号
か

ら
所
有
者
を
調
べ
て
出
動
等
の
対
応

を
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
緊
急
車
両
の
台
数
や

１
１
９
番
通
報
を
受
け
付
け
ら
れ
る

数
に
は
限
り
が
あ
り
ま
す
。

　

１
１
９
番
通
報
が
つ
な
が
る
か
ど

う
か
確
認
す
る
た
め
の
１
１
９
番
通

報
は
絶
対
に
し
な
い
よ
う
に
お
願
い

し
ま
す
。

□問
柳
井
地
区
広
域
消
防
組
合
警
防
救

急
課

☎
（
２
２
）
０
０
４
０

東
部
高
等
産
業
技
術
学
校

オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス

●
日
時　
12
月
18
日
日 

午
後
1
時
30

分
～
午
後
４
時
（
予
定
）

●
場
所　

東
部
高
等
産
業
技
術
学
校

（
周
南
市
）

●
内
容
　
訓
練
体
験
（
２
科
ま
で
）

お
よ
び
訓
練
概
要
、
募
集
概
要
の
説

明●申
込
期
限　
12
月
９
日
金

※
学
校
か
ら
徳
山
駅
行
き
の
送
り
バ
ス

が
あ
り
ま
す
。（
帰
り
の
み
）

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大

防
止
の
観
点
か
ら
、
日
程
等
を
変
更
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
申
込
方
法
等
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

□申
□問
東
部
高
等
産
業
技
術
学
校

☎
０
８
３
４
（
２
８
）
２
２
３
３

や
な
い
フ
ァ
ミ
サ
ポ
交
流
会

●
日
時　
12
月
７
日
水 

午
前
10
時
～

11
時
45
分

●
場
所　
柳
井
市
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

●
内
容　

①
子
ど
も
の
事
故
予
防
に

つ
い
て
知
ろ
う 

②
簡
単
に
で
き
る

頭
と
頭
皮
の
ほ
ぐ
し
方
を
、
楽
し
く

体
験
し
な
が
ら
覚
え
ま
し
ょ
う

●
定
員　

15
人
（
先
着
順
・
子
ど
も

同
伴
可
）

●
参
加
費　
１
０
０
円
（
お
茶
代
）

●
持
参
物　

普
段
お
使
い
の
ク
シ
、

動
き
や
す
い
服
装

●
申
込
方
法　

11
月
30
日
水
ま
で
に

電
話
申
込

□申
□問
や
な
い
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー

ト
・
セ
ン
タ
ー

☎
（
２
３
）
０
６
６
８

柳
井
地
区
広
域
消
防
組
合

か
ら
の
お
知
ら
せ

　

ド
コ
モ
、
ａ
ｕ
、
ソ
フ
ト
バ
ン
ク

な
ど
の
電
気
通
信
事
業
者
に
大
規
模

通
信
障
害
が
発
生
し
た
場
合
、
携
帯

電
話
か
ら
の
１
１
９
番
通
報
が
つ
な

が
り
に
く
く
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ

ま
す
。

　

携
帯
電
話
か
ら
１
１
９
番
通
報
が

つ
な
が
ら
な
い
場
合
は
、
固
定
電
話

か
ら
通
報
す
る
、
近
く
の
人
に
助
け

を
求
め
通
報
を
依
頼
す
る
、
公
衆
電

話
か
ら
通
報
す
る
、
お
近
く
の
消
防

署
に
駆
け
込
む
な
ど
の
対
応
を
お
願

□申：申込み先　　□問：問合せ先
【町ホームページ】http://www.town.hirao.lg.jp/
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広告掲載取扱業者を募集します
　町では、広報紙やホームページなどの町保有の資産
を広告媒体として民間企業などに有料で提供する、広
告掲載事業を実施しています。
　令和５年度における対象広告媒体ならびに募集対象
は、次のとおりです。
●広告媒体　「広報ひらお」「平生町ホームページ」
●募集対象　広告掲載を取り扱う業者
●募集方法
申込書を総務課に提出してください。（期限厳守）

【郵送の場合】12月２日金 17:00まで
【持参の場合】12月５日月   9:00まで
●選定方法
希望掲載料による審査（最低価格の設定あり）
●申込書の開封日時　12月５日月 9:00～
※詳しくは、町ホームページをご覧いただくか、お問

い合わせください。
□申□問 町役場総務課 管財班　☎0820ｰ56ｰ7111

12月18日日開催 サザンセト
マッチングイベント in 田布施町

●日時　12月18日日　10:00～15:00
●場所　田布施町商工会館サリジエ
　　　　（田布施町大字下田布施814番地１）
●参加資格　
　【男性】22歳～45歳の独身者で、柳井地域（柳井市・
　　　　 周防大島町・上関町・田布施町・平生町）に  
 　　　　お住まいの人
　【女性】22歳～45歳の独身者（住所は問いません）
●定員　男性10名　女性10名
●参加費　男性・女性ともに4,000円（軽食付き）
●内容　田布施町を自転車で散策♪
　未経験者でも簡単に乗れる最新自転車 E バイクでサ
　イクリングを楽しみながら素敵な出会いを見つけて
　みませんか。
●申込方法　
　（一社）やまぐち定住促進県民活動ネットワーク（ら
　くよりドットコム）のホームページから申込み
●申込締切　12月11日日
●主催　柳井地区広域行政連絡協議会
●協力　（一社）やまぐち定住促進県民活動ネットワーク
　※令和５年１月15日日には平生町で
　マッチングイベントを開催予定です。
　詳細は（一社）やまぐち定住促進県民　 
   活動ネットワーク（らくよりドットコム） 
   のホームページをご覧ください。

□問 町役場地域振興課 地方創生班　☎56-7120

11月は児童虐待防止推進月間です
★令和４年度「児童虐待防止月間」標語　最優秀作品

「もしかして？」ためらわないで！
　　　　　　　　　　１８９（いちはやく）

□問 町役場町民福祉課 こども班　☎56-7113

らくよりドットコムホームページの QR コード▲

マイナンバーカード申請
サポート実施中

　町内各地でマイナンバーカードの申請を職員がサ
ポートさせていただくサービスを現在実施中です。ご
予約の必要はありませんので、まだマイナンバーカー
ドの申請をされていない方はぜひご利用ください。
　町役場および各地域交流センターでは、マイナポイ
ントの申込支援も行います。開催日時・場所などはま
ちのカレンダー、町ホームページ、町お知らせ版10月
28日号・11月25日号と同時配布のチラシでご確認く
ださい。
□問 町役場町民福祉課 戸籍班　☎56ｰ7113

下水道の水洗化はお早めに
　下水道が完成し、使用できるようになっ
た区域では、３年以内に水洗トイレに改修
し、台所、風呂場、洗面所などからの生活
排水は、遅滞なく下水道に流れるよう排水
設備を設置しなければなりません。
●どんな工事が必要？
排水設備とは、台所、風呂場、トイレ、洗面所などか
ら出る生活排水を下水道（公共ます）まで流すための
排水管やますなどの設備です。設置工事は建築物の所
有者に義務付けられており、宅地内に設置されるので、
工事費は自己負担となります。所有者以外の人でも工
事を発注することはできますが、所有者の同意が必要
です。
●工事は指定工事店で
排水設備工事は、必ず町の排水設備指定工事店に直接
工事の依頼をしてください。指定工事店がわからない
ときには、建設課にお問い合わせください。
問町役場建設課 下水道班　☎56ｰ7118

イ
ベ
ン
ト

お
知
ら
せ

児童虐待防止推進月間特設サイトの QR コード▶
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平生町民憲章
　わたくしたち　平生町民は、ふるさとの美しい自然と歴史をうけ
つぎ、明るく住みよいまちづくりを目指して、次のことに努めます。
　わたくしたち　平生町民は
1　自然を大切にし　環境をととのえ　美しいまちをつくります
1　スポーツに親しみ　きまりを守り　健やかなまちをつくります
1　思いやりと　感謝の心をもち　温かいまちをつくります
1　勤労をとうとび　活力にみちた　豊かなまちをつくります
1　文化を創造し　若い力を育て　伸びゆくまちをつくります　

11　月11　月 12　月12　月

※予定表のため、変更となる場合があります。

16水 新型コロナワクチン集団接種（要予約）［8:40／保健センター］
こころの健康相談（要予約）［13:30 ／保健センター］

17木

新型コロナワクチン集団接種（要予約）［8:40／保健センター］
マイナンバーカード申請・マイナポイント申込みサ
ポート［9:30 〜 12:00 ／曽根セ］
キャッシュレス体験教室（要予約）
［10:30、13:15、15:30 ／音楽道場駐車場］

18金 もの忘れ相談
�［13:30 ／ふれあいまちづくりセンターあいあむ］

19土
休日窓口（住民票・戸籍・印鑑証明・マイナンバーカー
ド（申請支援・受取）・マイナポイント申込み支援）�
［9:00 〜 12:00 ／町役場町民福祉課］

20日
21月

22火
新型コロナワクチン集団接種（要予約）［8:40／保健センター］
マイナンバーカード申請・マイナポイント申込みサ
ポート［13:30 〜 16:00 ／佐賀セ］

23水 新型コロナワクチン集団接種（要予約）［8:40／保健センター］

24木

マイナンバーカード申請・マイナポイント申込みサ
ポート［9:30 〜 12:00 ／平生まち・むらセ］
キャッシュレス体験教室（要予約）
［10:30、13:15、15:30 ／音楽道場駐車場］
町長と語る会（要予約）［18:00 ／町役場町長室］

25金 新型コロナワクチン集団接種（要予約）［8:40／保健センター］

26土

炊出し訓練［10:00/ 佐賀セ］
マイナンバーカード申請サポート
［10:00 〜 14:00 ／マックスバリュ平生東店］
陶芸教室［14:00/ 竪ヶ浜セ］

27日

第６回大野みんなのまつり［9:00/ 大野セ］
マイナンバーカード申請サポート
［9:00 〜 13:00 ／町体育館］
第 11回ひらお産業まつり
［9:00 〜 15:00 ／町体育館など３カ所］

28月
新型コロナワクチン集団接種（要予約）［8:40／保健センター］
スマホ教室（要予約）

［10:00 ／平生まち・むらセ、14:00 ／佐賀セ］
29火

30水 マイナンバーカード申請・マイナポイント申込みサ
ポート［9:30 〜 11:30 ／佐賀セ尾国分館］

1 木
キャッシュレス体験教室（要予約）
［10:30、13:15、15:30 ／音楽道場駐車場］
３歳児健康診査［13:20 ／保健センター］

2 金
3 土

4 日

地域お楽しみ会［9:00/ 大野セ］
休日窓口（住民票・戸籍・印鑑証明・マイナンバーカー
ド（申請支援・受取）・マイナポイント申込み支援）
［9:00 〜 12:00 ／町役場町民福祉課］�
「人権週間のつどい」in ひらお［13:30/ 町武道館］

5 月 新型コロナワクチン集団接種（要予約）［8:40／保健センター］

6 火
育児学級（要予約）［9:30 ／保健センター］
認知症カフェあいあむ
［13:30 ／ふれあいまちづくりセンターあいあむ］

7 水 マイナンバーカード申請・マイナポイント申込みサ
ポート［13:30 〜 16:00 ／佐賀セ］

8 木

マイナンバーカード申請・マイナポイント申込みサ
ポート［9:30 〜 12:00 ／曽根セ］
キャッシュレス体験教室（要予約）
［10:30、13:15、15:30 ／音楽道場駐車場］

9 金

10土

新型コロナワクチン集団接種（要予約）［8:40／保健センター］
しめ縄作りの会［9:00/ 曽根セ］
マイナンバーカード申請サポート
［10:00 〜 14:00 ／マックスバリュ平生東店］
NewYear リース作り
［10:00 / 平生まち・むらセ、13:30/ 平生まち・むらセ］
陶芸教室［14:00/ 竪ヶ浜セ］

11日

12月 人権行政相談
［10:00 ／平生まち・むらセ、13:00 ／佐賀セ］

13火 マイナンバーカード申請・マイナポイント申込みサ
ポート［9:30 〜 12:00 ／竪ヶ浜セ］

14水 新型コロナワクチン集団接種（要予約）［8:40／保健センター］

15木

セ：地域交流センターまちのカレンダー
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
チ
ャ
イ
ム
の
曲
名
　
６
時
／【
11
月
】
も
み
じ
【
12
月
】
ふ
る
さ
と　

��

正
午
／
平
生
町
の
歌　

���

17
時
／
夕
や
け
こ
や
け

こころの救急電話相談（山口県精神科救急情報センター）

☎0836ｰ58ｰ4455［24時間対応］
内容：精神科受診など早急な対応に関するご相談を、ご家族や
ご本人からお受けします。（精神病、うつ病などこころの病気に
よる混乱した言動、ひきこもり、自殺願望など）

おとな（15歳以上）の救急医療電話相談
☎＃7119［毎日24時間］
または☎083ｰ921ｰ7119
内容：おおむね15歳以上の急患や疾病に関すること

こども（15歳未満のお子さん）の救急医療電話相談
☎＃8000［毎日19:00～翌8:00］
または☎083ｰ921ｰ2755
内容：15歳未満の子どもの急患や疾病に関すること

新型コロナウイルス感染症
発熱などの症状がある人は
まずは「かかりつけ医」へ

かかりつけ医のある人
　かかりつけ医に電話にてご相談ください。かかりつけ
医での受診が難しい場合は、医師から近隣の受診可能な
医療機関をご案内します。

かかりつけ医のない人
相談する医療機関に迷っている人

　受診・相談センター（山口県）または町保健センター
にご連絡ください。医療機関をご案内します。
●受診・相談センター（山口県）［毎日24時間対応］
☎＃7700 または ☎083ｰ902ｰ2510
●町保健センター［平日 8:30～17:15］
☎56ｰ7141

まちの人口
９月30 日現在
住民基本台帳記載人口

（　）：前月対比

世帯数 5,404 世帯（ － 10 ）
人　口 11,200 人 （ － 20 ）
うち男 5,305 人 （ － 9 ）

女 5,895 人 （ － 11 ）

月間火災・救急発生状況 月間交通事故発生状況

9 月
火　災

救急 ９月
発生件数 死者

（人）
傷者

（人）建物 山林 その他 人身 物損
管内 2 0 2 310 管内 7 127 0 9
町内 0 0 1 51 町内 0 22 0 0

資料：柳井地区広域消防組合 資料：柳井警察署
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休日や平日夜間の医療案内

区分 診療日 診療時間
休日
昼間

日曜日・祝日、盆（８月15日）
年末年始（12月30日～１月３日）

9:00～12:00
13:00～17:00

平日
夜間

月～金曜日
※休日・土曜日の診療はありません 19:00～22:00

柳井地域休日夜間応急診療所
［柳井市中央１丁目10－17］
※７月３日から上記住所に移転し
ています。ご注意ください。
☎22ｰ9001（診療時間内のみ）
※応急的診療のため、専門的な

診療や検査を受けられない場
合があります。

※受付は診療終了時間の30分前
までです。

柳井駅

柳井警察署

ＮＴＴ

柳井川

平生町

188

休日夜間
応急診療所

柳井郵便局

柳井健康福祉センター相談日
　〔山口県柳井総合庁舎／☎22ｰ3631〕

●心の健康相談《要予約（１週間前まで）》
　12月20日火 13:15～13:45
●思春期・ストレス相談《要予約（前日まで）》
　12月23日金 13:00～16:00

11 月の納税 納期限 11 月 30 日

国民健康保険税 第５期
介護保険料 第５期
後期高齢者医療保険料 第５期

☆ 完 納 で 育 て よ う 明 る い 平 生 町 ☆
◎便利な口座振替も利用できます◎

問町役場税務課（町税）　☎56ｰ7114
問町役場健康保険課（保険料）　☎56ｰ7115

　中国地方の踏切では、過去５年間で踏切道において列
車と自動車・歩行者等が接触する事故が 66 件発生し、
28 人が亡くなり、18 人が負傷しています。踏切を通行
するときは、次の４つのお願いを思い出してください。
１．踏切の手前では必ず一時停止しましょう
２．警報機が鳴り始めたら踏切内に入ってはいけません
３．踏切を越えた先に自分の車のスペースがない場合、
　　踏切に進入してはいけません
４．転倒防止、他者との接触防止のため、歩きスマホは
　　やめましょう
問中国運輸局鉄道部安全指導課　☎ 082-228-8799
　 JR 西日本中国統括本部・錦川鉄道

「なくそう！　踏切事故」
ーきけんです むりなおうだん いのちとりー

１時間　888 円　（10 月 13 日～）
　パート、アルバイトなどを含め、すべての労働者に最低
賃金以上の賃金が支払われなければなりません。
問山口労働局労働基準部賃金室　☎083ｰ995ｰ0372
　下松労働基準監督署　☎0833ｰ41ｰ1780

山口県の最低賃金が変わりました
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平生町長選挙／平生町議会議員補欠選挙
○投票日時　　

11 月 20 日 日
7:00 ～ 20:00

○期日前投票の場所・期間・時間
≪平生町役場３号棟≫
11 月 16 日水 ～ 11 月 19 日土　
8:30 ～ 20:00
※投票所は右図をご確認ください。
≪佐賀地域交流センター≫

［大字佐賀、小郡、尾国、佐合島の人のみ］
11 月 18 日金 ～ 11 月 19 日土　
8:30 ～ 17:00
≪佐賀地域交流センター佐合分館≫

［佐合島の人のみ］
11 月 17 日木 9:00 ～ 13:00

平生幹部交番

信用金庫

堀
　
　川

郵便局

旧庁舎

役場駐車場

旧庁舎

駐
輪
場

３号棟
期日前
投票所

平生町役場
（新庁舎１号棟２号棟）

【平生町役場３号棟期日前投票所案内図】

問平生町選挙管理委員会事務局（町役場総務課内）
☎56ｰ7111

わが家のアイドルわが家のアイドル お誕生日おめでとう！お誕生日おめでとう！

●対象　広報発行月に誕生日を迎える町内在住の小学校入学前（満１歳～満６歳）の
　　　　お子さん
●申込方法　メールで①、②を提供してください。
①お子さんの名前（ふりがな）、生年月日、性別と保護者の氏名、住所、連絡先
②写真データ
※写真は、掲載を希望する保護者から提供してください。
問町役場地域振興課　☎56ｰ7120　メール：hirao1@town.hirao.lg.jp　
※件名を「わが家のアイドル申込み」としてください。

次号の
「わが家のアイドル」
締切は

11 月 22 日 火！
12 月生まれのお子さんの
応募をお待ちしています！
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